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議案番号 件 名 頁

議案第３２号 財産の取得について １

議案第３３号 宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について ２



１

議案第３２号

財産の取得について

次のとおり財産を取得することについて議決を求める。

１ 財産の種 類 公設宮代福祉医療センター内介護用備品（昇降式介護浴槽等）

２ 納 入 期 限 平成３０年３月２日

３ 契約の金 額 ７，２３６，０００円

４ 契約の相手方 埼玉県熊谷市箱田６丁目１４番３８号

株式会社 髙橋医科器械店

代表取締役社長 髙 橋 靖 子

平成３０年２月１９日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

公設宮代福祉医療センターに設置している介護用備品の故障に伴い、買い替えを

したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３

条の規定により、この案を提出するものである。



２

議案第３３号

宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。

平成３０年２月１９日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律の施行に伴い、宮代町国

民健康保険税条例の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規

定により、この案を提出するものである。



３

宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

宮代町国民健康保険税条例（昭和３０年宮代町条例第２２号）の一部を次のよう

に改正する。

第２条第１項を次のように改める。

前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属

する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

（１）基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計におい

て負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険法（昭和３３年法律

第１９２号）の規定による国民健康保険事業費納付金（以下この条において「

国民健康保険事業費納付金」という。）の納付に要する費用のうち、埼玉県の

国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する

法律（昭和５７年法律第８０号）の規定による後期高齢者支援金等（以下この

条において「後期高齢者支援金等」という。）及び介護保険法（平成９年法律

第１２３号）の規定による納付金（以下この条において「介護納付金」という

。）の納付に要する費用に充てる部分を除く。）に充てるための国民健康保険

税の課税額をいう。以下同じ。）

（２）後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納

付金の納付に要する費用（埼玉県の国民健康保険に関する特別会計において負

担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充て

るための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。）

（３）介護納付金課税被保険者（国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第９

条第２号に規定する第２号被保険者であるものをいう。以下同じ。）につき算

定した介護納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金

の納付に要する費用（埼玉県の国民健康保険に関する特別会計において負担す

る介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための国民

健康保険税の課税額をいう。以下同じ。）

第２条第２項中「前項」の次に「第１号」を加え、同条第３項中「第１項」の次

に「第２号」を加え、同条第４項中「第１項」の次に「第３号」を加え、「（国民

健康保険の被保険者のうち介護保険法第９条第２号に規定する被保険者であるもの

をいう。以下同じ。）」を削る。

第２３条第１項第２号中「（昭和３３年法律第１９２号）」を削る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の宮代町国民健康保険税条例の規定は、平成３０年度以

後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成２９年度分までの国民健康保

険税については、なお従前の例による。


